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平成３０年１月３１日 
 

平成29年度戦略的芸術文化創造推進事業「ARTISTS’FAIR KYOTO：BLOWBALL」の開催 
 

 

 
 

１．事業名 

ARTISTS’FAIR KYOTO：BLOWBALL（アーティスツ フェア キョウト ブロウボール） 

 

２． 事業概要 

有望な若手作家の活躍の場を拡げるため，オフィスや飲食店での作品展示（ART MEETS 

WINTER）や，企業経営者等との交流会も行う展覧会（京都アートラウンジ）を開催。 

 

３．今後のスケジュール等 

 （１）ART MEETS WINTER（アート ミーツ ウィンター）  

    日時：平成30年2月1日（木）～28日（水） 

    会場：京都市内11か所 

（Impact Hub Kyoto，おづ maison du sake，喫茶ゆにおん，京都新聞社ビル，  

島津製作所本社，タイム堂，月ヶ瀬堺町店，マエダコーヒーNoku cafe， 

マエダコーヒー御池店，前田珈琲室町本店，ワコールスタディホール京都） 

    内容：オフィスや飲食店での作品展示（若手アーティスト 21名） 

 （２）京都アートラウンジ  

    日時：平成 30年 2月 23日（金）～3月 23日（金） 

       レセプション 2月 23 日（金）19:00～21:00 

    会場：ホテルアンテルーム京都（京都府京都市南区東九条明田町 7番） 

    内容：「今，注目すべき」アーティストたちによるグループ展 

（若手アーティスト 20名） 

   ※出品の若手アーティストが地元企業経営者等に作品をプレゼンテーション 

する交流会を 2月 24日（土）に開催（企業経営者等の参加は有料，定員 50名） 

 

４．主催 

文化庁，ARTISTS’FAIR KYOTO 実行委員会，京都府 

 

５．問合せ先 

  ARTISTS’FAIR KYOTO 実行委員会（京都府文化スポーツ部文化芸術振興課内） 

  電話：075-414-4221 Mail：bungeishin@pref.kyoto.lg.jp 

  公式ＷＥＢサイト：https://artists-fair.kyoto/ 

 

文化庁では，2020年に向けた取組の一環として，地方の美術関係者等と連携して，地

方の有望な若手美術作家を中心に発掘し，新たな市場形成や新たなネットワーク形成の

ための交流の場等につながる取組を実施しますので，お知らせします。 
 



６．備考 

 ・本事業は「平成 29年度戦略的芸術文化創造推進事業」による文化庁委託事業です。 

 ・本事業は「beyond2020 プログラム」の認証を受けています。 

 

７．関連事業 

 本事業の関連事業として，下記のとおり「ARTISTS’FAIR KYOTO」が開催されます。 

  ・日 時：平成 30年 2月 24日（土）～25日（日）10時～18時 

  ・会 場：京都府京都文化博物館 別館ホール（京都府京都市中京区三条高倉） 

  ・主 催：京都府，ARTISTS’FAIR KYOTO 実行委員会 
 

 

 ＜担当＞文化庁地域文化創生本部事務局 
     暮らしの文化・アートグループ 
 リーダー  山口 壮八 
 チーフ    吉岡 李英 
 〒605-8505 京都市東山区東大路通松原上る 

三丁目毘沙門町43-3 

 電話：075-330-6730（直通） FAX：075-561-3511 
 


